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【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成29年12月1日提出

【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川　昌明

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号

【事務連絡者氏名】 中田　尚孝

【電話番号】 03-3516-1432

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

丸福アドバンテージオープン

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

継続募集額(平成29年9月23日から平成30年9月21日まで)

　3,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 
2017年9月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、信

託終了（繰上償還）にかかる手続きを開始することに伴い関係情報の一部に訂正すべき事項があります

ので、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は原届出書が更新されます。
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第一部【証券情報】

（４）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

1口当たりの発行価格は、取得申込日の基準価額とします。

 

◆　「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当

たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動し

ます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

 

◆　基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）計算し、販売会社又は委託会社に

お問い合わせいただければいつでもお知らせします。

 

お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　カスタマーサービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

＜訂正後＞

1口当たりの発行価格は、取得申込日の基準価額とします。

 

◆　「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当

たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動し

ます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

 

◆　基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）計算し、販売会社又は委託会社に

お問い合わせいただければいつでもお知らせします。

 
お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　クライアント・サービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

（７）【申込期間】

＜訂正前＞

平成29年 9月23日から平成30年 9月21日まで

 

◆　申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。

 

＜訂正後＞

平成29年 9月23日から平成30年 9月21日まで
※

 

◆　申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。
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※信託終了（繰上償還）の予定について

 

ファンドにおいては、平成30年2月6日をもって信託終了（繰上償還）を予定しております。繰
上償還が成立した場合、申込期間は平成30年1月9日までとなります。ご購入の際には、以下の内容
をご理解いただきお申込みいただきますようお願い申し上げます。

 

１.繰上償還の理由
ファンドにつきましては、受益権口数が投資信託約款の繰上償還に関する規定である3億口を

長期にわたって下回る状態が継続しており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有
利であると認められるため、信託終了（繰上償還）の手続きを行うことといたしました。
 

２.繰上償還の手続きおよび日程

電子公告日
※ 平成29年11月30日

異議申立期間 平成29年12月1日から平成30年1月4日まで

信託終了（繰上償還）予定日 平成30年2月6日

※弊社ホームページに掲載します。
 

異議申立ての受益者の受益権の合計口数が平成29年12月1日現在の受益権総口数の2分の1を超え
た場合には、本手続きによる繰上償還を行いません。この場合、繰上償還を行わない旨を、速やか
に弊社ホームページにて公告します。

 

なお、平成29年12月1日以降にファンドをお申込みされた受益者につきましては、上記の異議を
申立てることはできません。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜更新後＞

■　運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。

 

会議名または部署名 役割

運用委員会

（月1回開催）

運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策定され

た投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基

本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃のほ

か、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定しま

す。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。

運用戦略会議

（月1回開催）

運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具

体的な投資戦略について検討を行います。

運用部 ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づ

き、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計

画に基づいて、運用の指図を行います。

運用分析会議

（月1回開催）

運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリス

ク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを

分析・検証・評価し、運用部にフィードバックを行います。
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売買分析会議

（月1回開催）

運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有

価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディ

ング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を

行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。

業務審査委員会

（原則月1回開催）

運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事

項などについて審議し、判断を行います。委員長はその結果を取締役

会へ報告します。

コンプライアンス部

（3名程度）

運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の点検並び

に点検結果に基づく運用本部への指導を行います。

リスク管理部

（6名程度）

「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指

図につき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況

の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に

照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・システム

のコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、発注後の検

証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行いま

す。

トレーディング部

（8名程度）

有価証券、デリバティブ取引等の発注に関し、法令諸規則等に基づい

て最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良執行

の観点からの検証・分析を行います。

 

■　社内規程

委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべき

事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。

また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本

部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照ら

して適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。

 

■　ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次

の勘定残高照合などを行っております。

 

※　運用体制等につきましては、2017年10月1日現在のものであり、変更になることがあります。

 

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

（略）

 

お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　カスタマーサービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

＜訂正後＞

（略）
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お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　クライアント・サービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

（略）

■　解約請求制による換金手続

・　受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、1万口単位をもって、解約

の請求をすることができます。

・　受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資

信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と

同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい

て当該口数の減少の記載または記録が行われます。

・　解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。解約価額については、取得申込みを取り

扱った販売会社にお問い合わせ下さい。

・　解約手数料はありません。

・　解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社を通じてお

支払いします。

（略）

 

お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　カスタマーサービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

＜訂正後＞

（略）

■　解約請求制による換金手続

・　受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、1万口単位をもって、解約

の請求をすることができます。

・　受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資

信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と

同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい

て当該口数の減少の記載または記録が行われます。

・　解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。解約価額については、取得申込みを取り

扱った販売会社にお問い合わせ下さい。

・　解約手数料はありません。また、信託財産留保額もありません。

・　解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社を通じてお

支払いします。

（略）

 

お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　クライアント・サービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp
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３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

（略）

 

お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　カスタマーサービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に

関する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額

は、掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。

 

＜訂正後＞

（略）

 

お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　クライアント・サービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に

関する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額

は、掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。

 

（３）【信託期間】

＜訂正前＞

信託期間は、2001年6月27日から2021年6月24日までとします。

ただし、信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があります。ま

た、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。

 

＜訂正後＞

信託期間は、2001年6月27日から2021年6月24日までとします。

ただし、信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があります。ま

た、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。

※信託終了（繰上償還）することとなった場合、信託期間は2018年2月6日までとなります。
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（2017年10月1日現在）

 

（1）資本金の額 10億円

 会社が発行する株式の総数 2,600,000株

 発行済株式の総数 825,000株

 最近5年間における主な資本金の額の増減 なし

 

（2）委託会社の機構

〈委託会社の意思決定機構〉

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。

取締役は、委託会社の株主であることを要しません。

取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了

する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。

取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役

を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名

選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取

締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したう

えで、出席した取締役の過半数をもって決します。

〈運用の意思決定機構〉

運用委員会は、月1回、運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策

定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定

します。

また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理

に関する事項を決定します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。

運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファ

ンドの具体的な投資戦略について検討を行います。

ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に

具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行いま

す。

運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運

用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検

証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。

売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファ

ンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が

行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果

を取締役会へ報告します。
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